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国際経営研究所所長 照 屋 行 雄

アメ リカで2001年 に発 生 したエ ンロン社 の経営者 に よる会計不正 とそれ に続 く経

営破綻 は、証券 市場 、証券行政 、会社規制、会計制度 、会計監査、職業会計人 、証

券行政 、経営倫理 、会計学界な ど様 々な領 域 に多 くの問題 を提起 した。

我が国において も経営者 による会計不正や経 営不祥事 が多発 し、経 営者 の経営行

動や情報 開示に対す る投資家 ・債権者等 の信頼 が大 きく揺 らぐ事態 となってい る。

このよ うな事態 に対応す るために、会社経営 の適合性 お よび会社業務 の適正性 を確

保す るための社 内体制 の整備 が改 めて強 く求 め られている。会社法お よび会社法施

行令 に内部統制 システムの構築 に関す る規定 が導入 され た ことに よって、我 が国に

おいて も株式会 社の内部統制 に関す る整備が急速 に進 む もの と思われ る。

我 が国会社法 は、株式会社 の取締役 または取締役 会 に対 し、 「取締役 の職 務 の執

行 が法令及び定款 に適合す ることを確保す るための体制 」、お よび 「そ の他株式会

社 の業務 の適正 を確保す るために必要な もの として法務省令 で定 める体制」の整備

を義務 づけてい る(会 社 法第348条 お よび 同第362条)。 前者 が コー ポ レー ト ・ガバ

ナ ンス体制の整備 の問題 であ り、後者が内部統制 システムの構築 の問題で ある。

内部統制 は、 コ,_.,,..ポレー ト・ガバナ ンスの強化 に とって重要な会計 監査 と密接 な

関係 にある。監査人が、企業の財務諸表の適 正性 に関す る意見形成 の合理的 な基礎

を得 るためには、企業の内部統制が整備 されてい ることが前提 となる。 また、企業

として も、効果的 かつ効率的 な監査 を受 けるた めには、内部統制 の充実 を図 ること

が不可欠である。

一般 に、内部統制 とは、事業経営の有効性 と効率性 を高め、企業の財務 報告 の信

頼性 を確保 し、かつ、事業経営 に関わる法規 の遵守 を促す ことを 目的 として、企業

内部 に設 け られ運 用 され る仕組 み(シ ステム)と 理解 されてい る。我 が国の監査基

準 に よれ ば、 この よ うな内部統制 を構成 す る要素 として、次 の5項 目が挙 げ られ て

いる。

① 経営者の経営理念や経営方針 、社風 な どの統制環境

② 企業 目的 に影響 を与えるすべての経営 リス ク評価機能



③ 権限や職責 の付与お よび職務の分掌 な どの統制活動

④ 必要な情報 が関係者 間において適 宜 ・適切 に伝達 され る機能

⑤ これ らの諸機 能が常時監視 され 、評価 ・是正 され る活動

会社法施行規則で は、 内部統制 システムの構築について取締役または取締役会 に

お ける決定または決議が あった場合 には、その決定または決議 の内容を事業報告で

開示 しなけれ ばな らない こ とになってい る(会 社法施行規則第118条)。 ま た、新金

融商品取引法案(今 国会で審議 中の証券取 引法改正案)で は、企業に対 して新 たに

内部統制報告書 の提 出を義務づ ける規 定が盛 り込まれ てい る。

内部統制 システムの充実 ・強化 に よって、企業の会計不正や経営不祥事が解 消 さ

れ ることが期待 され る。同時 に、監査人 の独立性 が強化 され、企業 の実施 す る情報

開示 について適切 に分析 ・評価 す る体制 が確保 され る ことが期待 され る。 しか しな

が ら、企業 の経営者 が構築 した内部統制 システムに、果た して経営者の経 営行動や

情報 開示 について効果 的に監視 し、会計不正や経営不祥事 を未然 に防止す る機能 が

期待 で きるのか とい う疑念 も提 出 されてい る。

企 業経営者 による企 業の内部統制 システ ムの確 立 とその有効 な運用が望まれ ると

ともに、監査人 による効率的な監査手続の実施 が強 く求め られ る。


